
 

令和８年６月 29 日 
 
 

オープンカウンター方式による見積合わせについて 

 

 

分任支出負担行為担当官 

下越森林管理署長 藪 弘道 
 
 下記の案件について見積合わせを実施しますので、参加希望の者は期限までに見積書の提出
をお願いします。 

 
記 

 
１ 件  名      物件番号１ 胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約 
 
 
２ 履 行 期 間   自 契約締結の日 
           至 令和８年 12 月４日 
 
 
３ 履 行 場 所    別紙「胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約書（案）」の

とおり 
 
 
４ 契 約 条 項 等   別紙「胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約書（案）」の

とおり 
 
 
５ 見積書等提出    日時：令和８年７月 14 日（火）13 時 30 分まで 

の日時・場所  場所：〒957-0052 新潟県新発田市大手町４丁目４-15 下越森林管理署 
総務グループ（総括事務管理官） 

                   e-mail：ks_kaetsu_postmaster@maff.go.jp 
※電子調達システムによる提出をお願いします。 
※電子調達システムで提出することができない場合は、上記へ持参又は
郵送、電子メールによる提出を認めます。ただし、郵送の場合は配達証
明郵便で令和８年７月 13 日（月）午後３時 00 分までに必着とします。
（提出方法は別紙「オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意
事項」２による。） 

 
 
６ 必要な資格等    令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）にお 

いて「役務の提供等」に登録されている者であって、「関東・甲信越地

域」の競争参加資格を有する者又は関東森林管理局における土木一式工

事に係る令和７・８年度一般競争（指名競争）入札参加資格の認定を受

けている者であること。 

 

 

７ 提 出 書 類   （１）見積書 
※見積額は税抜金額を記載し、必ず日付を記載してください。 
※宛名は分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長としてください。 
（２）上記６に定める資格を証明できる書類の写し 
（３）当該役務等を提供可能と認められる証明書類（車検証及び賃貸借



 

保有の契約書） 

 

８ 契約の締結日   見積採用の日から７日以内 

 

 

９ そ の 他    見積書の提出前に別紙「オープンカウンター方式による見積依頼に係
る留意事項」及び「関東森林管理局署等随意契約見積心得（令和８年５
月１日以降適用）」を下記 URL より必ず確認してください。 

         
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoro
e.html 

 
 
10 添 付 資 料   （１）胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約書（案） 
            （別紙「納入・返還場所及び予定数量」、「仕様書」、「位置図」ほか） 
           （２）国有林林道事業設計書 
           （３）見積書 
          （４）委任状様式 

（５）オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 
 
 
 

担  当：総務グループ 総括事務管理官 
電  話：0254-22-4146 
 



胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約書（案） 

 

  １ 契約予定総額 

 

￥           円 

 

                                     内      訳 

名   称 規 格 予定数量 単 価 予定総額 摘 要 
バックホウ 山積 0.28 ㎥級 ６時間          円              円 運転手・誘導員付 
バックホウ 山積 0.45 ㎥級 ６時間          円              円 運転手・誘導員付 

ダンプトラック ４t 積 ２時間          円              円 運転手・誘導員付 
回送費（10t クラス） 片道 20 ㎞以下 片道１回          円              円 運転手付 
回送費（20t クラス） 片道 20 ㎞以下 片道１回          円              円 運転手付 
大型土のう製作設置 丸形φ110cm×108cm ５袋      円 円 設置作業機械別途 

危険木処理 胸高直径 28 ㎝以上 ５本      円 円 伐倒・枝払・玉切 

計            円              円  
消費税額及び地方消費税             円              円  

合  計            円              円  
 

２ 契約期間 

自 令和８年  月 日（契約締結の日） 

     至 令和８年 12 月４日 

  ３ 作業場所 

     新潟県胎内市小国谷字大沢国有林外 

４ 機械納入・返還場所 

     別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり 

 ５ 契約保証金 

  免除する 

 

    頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契

約を締結し、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 

 

令和８年  月  日 
 

発注者      住所   

 

氏名   

 
      受注者     住所   

 

              氏名   



1 胎内市地区 中条森林事務所

バックホウ

山積
0.28㎥
運転手
誘導員付

羽黒林道羽黒支線

半山林道

飯角林道

別　紙

納入・返還場所及び予定数量

（胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書）

物件
番号

地区名 納入・返還場所 森林事務所

作業種等 重機回送等

契約期間
機　種 規　格 予定数量 規格 運搬距離

（片道距離）
回数
（片道）

20km以下 1

ダンプ
トラック

4t積
運転手
誘導員付

大型土のう
製作設置

丸形
φ110ｃｍ×108ｃｍ

トレーラー
20tクラス
運転手付

２時間

５袋

危険木処理

６時間

備　考

30km以下

羽黒林道

６時間
大型車
10tクラス
運転手付

バックホウ

山積
0.45㎥
運転手
誘導員付

自　契約の日から
至　令和８年12月４日

伐倒・枝払・
玉切処理

櫛形（関沢）林道
20km以下 1

櫛形（小国谷）林道

中砥沢林道

坪穴林道
30km以下

胸高直径28cm上 ５本



車両系建設機械チャーター等単価契約 

仕  様  書 
 
 
１  本事業は、監督職員の指示に従い施工すること。 
 
２  本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」 
  とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員宛て 
  に書面で通知する協議書をいう。 
 
３   事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない｡ 
 
４  事業を施工する上で障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去又は移   

転すること｡ 
 
５  事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国 
  有林野を使用する場合又は林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示   
  に従い所定の手続をすること｡ 
 
６  事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができな 
  い｡ 
 
７  軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する｡ 
 
８  事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと｡ 
 
９  伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有 
  害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない｡ 
 
10  林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び倒れるおそれの 
  ある立木は、監督職員の指示によって除去又は伐倒処理しなければならない｡ 
 
11  浅く少量の切盛が連続する箇所（横断面ほぼ水平）の施工方法は、切り取り及び盛土 
  工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に 
  仕上げるものとする｡ 
 
12  切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その 
  他有害な物件を残さないようにする｡ 
 
13  切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監 
  督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること｡ 
 
14  受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めな 
  ければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導 
  員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。 



      なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。 
 
15  本業務に当たって､関係法規は､これを遵守すること｡ 
 
16  業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。 
  業務実行中に作業者に危険が及ぶおそれがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措

置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。 
 
17   大型土のう、その他重量物の吊荷移動を伴う作業を行う場合は、クレーン仕様の機種

により実施すること。 
 
18   作業管理（写真管理）については、監督職員の指示によること。 
 



契 約 条 件 

 

（総 則） 

第１条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間に

おいて、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所にお

いて検査を受け発注者に引き渡すものとする。 

２ 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定す

る返還場所において、受注者に引き渡すものとする。 

 

（賃貸借予定時間） 

第２条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がそ

の機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定する    

が、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。 

 

（発注者の費用負担） 

第３条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた

機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。 

 

（受注者の費用負担） 

第４条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。 

（１）運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担

すべき一切の費用。 

（２）建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。 

（３）燃料、油脂、その他消耗品類の費用。 

 

（損害の負担） 

第５条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責

に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持でき    

ないような運行は行わないものとする。 

２ 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うもの

とし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。 

３ 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずる   

ものとする。 

  この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定める   

 ものとする。 

 

（業務予定） 

第６条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表（様式１）を発注者に提出す

る。 

 

 



（監督職員） 

第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな

い。監督職員を変更したときも同様とする。 

２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権

限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げ

る権限を有する。 

（１）この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は

協議 

３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれ

ぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の

一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければな

らない。 

４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。 

 

（作業時間の確認） 

第８条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業（自走移動も含む。）開始後

から終了までの間において、エンジン運転中（日常整備点検のための運転中も含む。）

の時間をもって実働時間とするものとする。 

２ 賃貸借料金は、第１項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する

場合は、２時間実働したものとみなし計算するものとする。 

（１）発注者の都合による休車の日。 

（２）天候及び現場の状況等により作業に着手したが、１日の実働時間が２時間に満たな

いとき。 

３ 業務集計・確認表（様式２）及び業務日誌（様式３）を提出し、監督職員等の確認を

受けるものとする。 

４ 作業地までの自走を伴う通勤時間は実働時間に含まないものとする。 

 

（賃貸借金額の確定） 

第９条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある

場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の 10％を乗じて得た額

を加えた金額とする。 

２ 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第８条第３項により確認を受けた

業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。 

 

（代金の支払） 

第 10 条 前条により確定した金額（以下「代金」という。）について当該月の賃貸借期間 

 満了後受注者は速やかに適法な支払請求書を発注者に提出し、発注者は請求書     

  を受理した日から 30 日以内に代金の支払をするものとする。 

２ 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、   

 支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払 



 遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものと 

 する。 

３ 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、

受注者は異議を述べないものとする。 

 

（賃貸借の変更、中止） 

第 11 条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時

中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。 

２ 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増減変更がある場合には、発注

者と受注者とが協議の上「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。 

 

（発注者の解除権及び違約金） 

第 12 条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとす

る。 

（１）受注者が契約上の義務を履行しないとき又は受注者が契約履行する見込みがないと

発注者が認めたとき。 

（２）受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。 

（３）受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。 

本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料

の支払については、第９条の規定を準用するものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定

金額の 100 分の 10 に相当する金額を発注者に支払うものとする。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項２号に該当する場合とみな

す。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律

第 75 号）の規定により選任された破産管財人。 

（２）受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人。 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等。 

４ 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損

害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。 

 

（受注者の解除権及び損害額） 

第 13 条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することがで

きるものとする。 

（１）発注者がこの契約に違反したとき。 

（２）第 11 条第１項に規定する一時中止期間が、契約期間の３分の２以上に達し    

  たとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるもの

とする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議の上定めるものとする。 



（談合等の不正行為に係る解除） 

第 14 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧

告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引

の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条

又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規

定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は

同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じな

い旨の通知を行ったとき。 

（２）受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役

員又は使用人を含む。） が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198

条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑

により公訴を提起されたとき。 

２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合

には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 

 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 15 条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条によ

り契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当

する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８

条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による

排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１

項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金

納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７

項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったと

き。 

（４）受注者又は受注者の代理人（受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役

員又は使用人を含む。） に係る刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第

89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、

前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する

額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の

規定の適用があるとき。 

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人（受

注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行

為の首謀者であることが明らかになったとき。 



（３）受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を

提出しているとき。 

３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する

場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（支払金額との相殺） 

第 16 条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と

相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過

するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付す

るものとする。 

 

（紛争の解決） 

第 17 条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三

者の調停により解決するものとする。 

 

（契約外の事項） 

第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協

議して定めるものとする。 

 

（特約条項） 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

暴力団排除に関する特約条項 

（属性要件に基づく契約解除） 

第１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を

要せず、本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をし

た場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

 

（表明確約） 

第３条 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）

を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、

受任者（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約

に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを

確約する。 

 

（再請負契約等に関する契約解除） 

第４条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ち

に当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人

等）との契約を解除させるようにしなければならない。 

 



２ 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しく

は再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当

該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負

人等）との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することがで

きる。 

 

（損害賠償） 

第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場

合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼ

うゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させると

ともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査

上必要な協力を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１

7 計

月日 (H)

備考

業　　務　　予　　定　　表（　　　　月）

16

時間

8 9 10 17 18 1911

森林事務所名

機械名
（機種）

林　道　名
運転者氏名

（誘導者等）
12 13 14 15

合計



様式１

7 計

月日 (H)

業　　務　　予　　定　　表（　○　月）
森林事務所名　　○○○

運転者氏名
（誘導者等）

機械名
（機種）

13

〃 〃

2／2 8 移動、○○林道0～1500m ○○○○ バックホウ12ｔ

128 9 1410

時間

作業場所（林道名、区間等）15 16 17 18 1911

4 8 ○○林道0～1500m

3 8 ○○林道0～1500m

〃 〃

5 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

6 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

9 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

10 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

11 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

12 8 ○○林道1500～3200m 〃 〃

13 8 移動、△△林道 〃 〃

16 8 △△林道 〃 〃

17 8 移動、××林道 〃 〃

18 8 ××林道 〃 〃

19 8 ××林道 〃 〃

20 8 ××林道 〃 〃

23 8 ××林道、移動 〃 〃

備考　　降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。

24 8 ☆☆林道 〃 〃

25 8 ☆☆林道 〃 〃



様式２－１

　　　　　　　　　　　　　　　業務集計・確認表（　　月）
森林事務所名：

機械名：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

合計 時間

※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。

※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。

運転者等印
監督職員
等確認印

日 実働時間 記　　　事 確認方法曜日

※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む。)開始から終了までの間において、エンジン運転中(日常整
備点検のための運転中も含む。)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨て
る。)



様式２-１

【作成例】　　　　　　　　　　業務集計・確認表（　○月）
森林事務所名：

機械名：　バックホウ◎ｔ 印 印

1 日

2 月 5時間09分 現地・写真

3 火 5時間08分 写真のみ

4 水 5時間35分 写真のみ

5 木 5時間42分 写真のみ

6 金 5時間56分 写真のみ

7 土

8 日

9 月 5時間23分 写真のみ

10 火 5時間51分 写真のみ

11 水 5時間11分 写真のみ

12 木 5時間03分 写真のみ

13 金 5時間15分

14 土

15 日

16 月 3時間10分 写真のみ

17 火

18 水 3時間46分 写真のみ

19 木 5時間30分 写真のみ

20 金 5時間47分 写真のみ

21 土

22 日

23 月 5時間45分 現地・写真

24 火 5時間32分 写真のみ

25 水 5時間08分 現地・写真

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

計 88時間51分

合計 89時間

※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。

※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。

△△林道●●支線、不陸整正

△△林道、不陸整正

◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送（搬出）

◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、ＤＴ２ｔと連携

※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む。)開始から終了までの間において、エンジン運転中(日常整
備点検のための運転中も含む。)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨て
る。)

記　　　事

〇〇林道に機械回送（搬入）　〇〇林道、不陸整正

〇〇林道、不陸整正

〇〇林道、不陸整正

◇◇林道、不陸整正

◇◇林道、崩土除去、不陸整正

△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動（自社都合）

◇◇林道、不陸整正

実働時間日

運転者等印

曜日 確認方法

監督職員
等確認印

△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。

△△林道、不陸整正

△△林道、不陸整正

〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正

△△林道●●支線、崩土除去

◇◇林道に機械回送（搬入）　◇◇林道、不陸整正

○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。



様式２－２ 付帯作業等（大型土のう設置・倒木処理）

　　　　　　　　　　　　　　　業務集計・確認表（　　月）
森林事務所名：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

計

確認方法曜日日 作業種 出役人工 作業時間 記　　　事　（　作業内容　）

世話役等印
監督職員
等確認印



様式２－２ 付帯作業等（大型土のう設置・倒木処理）

【作成例】　　　　　　　　　　　業務集計・確認表（　〇　月）
森林事務所名：

印 印

1 日

2 月 危険木処理 2.0 2時間

3 火 危険木処理 2.0 2時間

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水 大型土のう設置 3.0 4時間

19 木 大型土のう設置 4.0 6時間

20 金 大型土のう設置 4.0 6時間

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

計

世話役等印
監督職員
等確認印

日 作業種 出役人工 作業時間 記　　　事　（　作業内容　） 確認方法

〇〇林道、スギ倒木処理４本

△△林道、広葉樹倒木処理２本、スギ倒木３本

◇◇林道、123林班地内緊急対応

曜日

◇◇林道、123林班地内緊急対応（位置図別添）

◇◇林道、123林班地内緊急対応（位置図別添）



様式３

月日
作業者・世
話役氏名

勤務時間
機械名
（機種）

アワーメー
ター等

作業開始時

アワーメー
ター等

作業終了時

実働時間

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

月日
作業者・世
話役氏名

勤務時間
機械名
（機種）

アワーメー
ター等

作業開始時

アワーメー
ター等

作業終了時

実働時間

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

    　  月　　  　日（　 　 ）　天気

　　　　　時　　　 　分～　　　　時　　　　 分

記事、作業場所（林道名、区間等）

※現場状況は一仕事ごとに撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始
前作業後に写真撮影すること。

修理、点検、整備

作
業
内
容

その他

作業時間

・作業記事及び安全上気付いたこと等

休憩時間等

作業時間

作
業
内
容

修理、点検、整備

　　　　　時　　　 　分～　　　　時　　　　 分

※現場状況は一仕事ごとに撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始
前作業後に写真撮影すること。

業　務　日　誌

    　  月　　  　日（　 　 ）　天気

その他

・作業記事及び安全上気付いたこと等

業　務　日　誌

作 業 時 間 合 計

休憩時間等

記事、作業場所（林道名、区間等）

作 業 時 間 合 計



様式３

月日
作業者・世
話役氏名 △△　　〇〇

勤務時間
機械名
（機種）

アワーメー
ター等

作業開始時

アワーメー
ター等

作業終了時

実働時間

重機回送 　時間　    　分

不陸整正 2時間　 　50分

自走による移動 時間　 　20分

崩土除去、不陸整正 3時間　   40分

時間　 　10分

7時間　　　0分

1時間　　10分

時間　  40分

月日
作業者・世
話役氏名

勤務時間
機械名
（機種）

アワーメー
ター等

作業開始時

アワーメー
ター等

作業終了時

実働時間

崩落土砂除去 2時間　 　45分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　　　　分

時間　 　10分

2時間　 　55分

1時間　 　15分

時間　　　　分

※現場状況は一仕事ごとに撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始
前作業後に写真撮影すること。

〇〇　〇〇

・作業記事及び安全上気付いたこと等

・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△ｔによる。残土場
整形は後日に実施予定。監督員１１時来現、作業打ち合わせ。

修理、点検、整備 日常点検

作 業 時 間 合 計

休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩

その他

123,456.0 123,478.0

記事、作業場所（林道名、区間等）

作業時間

作
業
内
容

○○林道　　1500ｍ地点～1850m（残土置場）（５往復）

・７００ｍ地点、落石の危険あり
・１５時頃、900ｍ地点くらいでバイクが来た。

業　務　日　誌

   ○  月　○　日（　月 　 ）　天気　晴れ

　　8　　時　00 　分～　17　時　00 分 ダンプトラック◇ｔ

※現場状況は一仕事ごとに撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始
前作業後に写真撮影すること。

・作業記事及び安全上気付いたこと等

記事、作業場所（林道名、区間等）

作業時間

作
業
内
容

Ａ地点～○○林道起点ゲート（15km）

○○林道　　０～１０００ｍ

○○林道　　１０００ｍ～１５００ｍ

○○林道　　１５００m～１8００ｍ（別途ダンプ運搬）

修理、点検、整備 日常点検

作 業 時 間 合 計

休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩

その他 重機回送

【作成例】　　　　業　務　日　誌

   ○  月　○　日（　月 　 ）　天気　晴れ

　　8　　時　00 　分～　17　時　00 分 バックホウ△ｔ

3,857.8 3,862.9



　（指示、承諾内容）

受注者（世話役等）

殿

監督職員

氏　　　名 印

受注者（世話役等）確認事項
令和　　　　年　　　　月　　　　日　指示内容について確認し承諾しました。

（世話役等氏名） 印

令和　　　　年　　　　月　　　　日

通　知　書
指　　示

承　　諾

契　約　名

上記のとおり　指示します。



　　　　　　　　　協　議　 願　書

　　　　　　　　　回　 　答　 　書

　（協議内容）

監督職員

殿

受注者（世話役等）

氏　　　名 印

発注者（監督員）確認事項
令和　　　　年　　　　月　　　　日　協議内容について確認し上記のとおり回答します。

（監督職員氏名） 印

令和　　　　年　　　　月　　　　日

上記のとおり協議します。

【回答事項】

契　約　名







物　件　番　号　１

工 事 名 ：

令 和 ８ 年 度

　

林　道　種　類 幅             員

工　事　箇　所

森 林 管 理 局 ：

森 林 管 理 署 ：

事 務 所 名 等 ： 本署

国  有  林  林  道  事  業  設  計  書

胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約

路　　線　　名

新潟県胎内市小国谷字大沢国有林外

関東森林管理局

下越森林管理署

林　道 　区　分



費目・工種・種別・細別・規格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要

頁1

本工事費内訳書
胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)【誘導員付】

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3)

1号単価表
9頁6

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)【誘導員付】

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)

2号単価表
10頁6

時間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通【誘導員付】

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級

3号単価表
11頁2

回
ﾊﾞｯｸﾎｳ回送費（片道20㎞以下）

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28運搬

1号代価表
2頁1

回
ﾊﾞｯｸﾎｳ輸送費（片道20㎞以下）

ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45運搬

2号代価表
3頁1

袋
大型土のう工

流用土 製作･設置

3号代価表
4頁5

本
危険木処理（胸高直径28cm以上） 4号代価表

5頁5

式
直接工事費

1

式
工事価格

1

式
消費税相当額

1

式
請負金額

1



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁2

代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ回送費（片道20㎞以下）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28運搬 1号代価表 1 回当り

回
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3級　運搬

10tクラス（片道20㎞以下）

令和6年国土交通省告示第209号
（令和6年3月22日）北陸信越運輸局1

計

1 回 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁3

代価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ輸送費（片道20㎞以下）
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45運搬 2号代価表 1 回当り

回
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3級　運搬

20tクラス（片道20㎞以下）

令和6年国土交通省告示第209号
（令和6年3月22日）北陸信越運輸局1

計

1 回 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁4

代価表
大型土のう工
流用土 製作･設置 3号代価表 10 袋当り

人
土木一般世話役

0 294

人
特殊作業員

0 294

人
普通作業員

0 294

枚
土のう 1t土のう

丸型 径110cm×長108cm

建設物価2026.2月号
10

％
諸雑費

諸雑費 

製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等

1

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

                   20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 袋 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁5

代価表
危険木処理（胸高直径28cm以上）

4号代価表 1 本当り

本
本数調整伐 伐倒

直径28cm以上 難易度:中

5号代価表
6頁1

本
本数調整伐 枝払

直径28cm以上 難易度:中

6号代価表
7頁1

本
本数調整伐 玉切

直径28cm以上 難易度:中

7号代価表
8頁1

計

1 本 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁6

代価表
本数調整伐 伐倒
直径28cm以上 難易度:中 5号代価表 100 本当り

人
特殊作業員

0 630

人
普通作業員

0 630

％
諸雑費

諸雑費 

ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等

6

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

                   20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 本 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁7

代価表
本数調整伐 枝払
直径28cm以上 難易度:中 6号代価表 100 本当り

人
特殊作業員

0 350

人
普通作業員

0 350

％
諸雑費

諸雑費 

ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等

8

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

                   20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 本 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁8

代価表
本数調整伐 玉切
直径28cm以上 難易度:中 7号代価表 100 本当り

人
特殊作業員

0 290

人
普通作業員

0 290

％
諸雑費

諸雑費 

ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用

9

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

                 20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 本 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁9

単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)【誘導員付】
ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2m3) 1号単価表 1 時間当り

人
運転手(特殊)(屋外補正対象外)

0 170

Ｌ
軽油　パトロール給油

5 900

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) 1

人
土木一般世話役

0 170

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

　　　　　　　　　 20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁10

単価表
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対2次)【誘導員付】
ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 2号単価表 1 時間当り

人
運転手(特殊)(屋外補正対象外)

0 170

Ｌ
軽油　パトロール給油

8 600

時間
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]

ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 1

人
土木一般世話役

0 170

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×06.＝20.45％

                   20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 時間 当り



（ ）

名　称　・　規　格 単位 数　量 単　　価 金　　額 摘　　　要 備　　　考

頁11

単価表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 普通【誘導員付】
ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 3号単価表 1 時間当り

人
運転手(一般)(屋外補正対象外)

0 170

Ｌ
軽油　パトロール給油

5 400

時間
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ

ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 1

時間
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り)

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t･普通 1

人
土木一般世話役

0 170

式
小計行

小計行 1

％
現場管理費

諸雑費 

現場管理費：34.09×0.6＝20.45％

                   20 450

式
小計行

小計行 1

％
一般管理費

諸雑費 23 570

計

1 時間 当り



見 積 書   
入札物件 第   １   号   
 
物件の名称  胎内市地区車両系建設機械チャーター等単価契約 
 

入 

札

金

額 

   億  千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

 

 

        

 

入札金額の内訳 

名称 規格 予定数量 単価（円） 予定総額（円） 摘要 

バックホウ 山積 0.28m3 ６時間   運転手・誘導員付 

バックホウ 山積 0.45m3 ６時間   運転手・誘導員付 

ダンプトラック ４t 積 ２時間   運転手・誘導員付 

回送費 

（10t クラス) 

片道 20km 以下 

（山積 0.28m3） 
片道１回 

  
運転手付 

回送費 

（20t クラス） 

片道 20km 以下 

（山積 0.45m3） 
片道１回 

  
運転手付 

大型土のう 

製作設置 

丸形 

φ110cm×108 ㎝ 
５袋 

  
設置作業機械別途 

危険木処理 
胸高直径 

28cm 以上 
５本 

  
伐倒・枝払・玉切 

計     

 
   ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額
は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心 
得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたし
ます。 

 

 令和  年  月  日 
 
 分任支出負担行為担当官 
  下越森林管理署長   殿 
 
 住 所 
 会社名 
 代表者氏名 

 代理人       印 



作成例 

様式第６号（第４条）                            

委  任  状 

 

 

                                 

代理人氏名  関東 太郎 

 

 

  上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

                   記 

 

  １ 入札年月日    令和○○年△月□□日 

 

  ２ 件  名     ○号物件 ○○○○○○○○○○○業務 

 

  ３ 入札に関する一切の件 

 

    令和○○年△月□□日 

 

                 住   所   ○○県△△市□□町１－２－３ 

 

                 商号又は名称  ○△株式会社     

                 代表者氏名   代表取締役 関東 次郎 

 

     分任支出負担行為担当官 

      下越森林管理署長  殿 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第４条）                            

委  任  状 

 

 

                                 

代理人氏名   

 

 

  上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

                   記 

 

  １ 入札年月日    令和  年 月 日 

 

  ２ 件  名      

 

  ３ 入札に関する一切の件 

 

    令和  年 月 日 

 

                 住   所    

 

                 商号又は名称       

                 代表者氏名    

 

     分任支出負担行為担当官 

      下越森林管理署長  殿 

 



 

オープンカウンター方式による見積依頼に係る留意事項 

 別紙 

 

１ 見積合わせに参加する者に必要な資格等 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

  なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）関東森林管理局長から｢物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領｣に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（４）（１）から（３）のほか、案件ごとに参加資格を設定している場合は、当該参加資格を有している者であること。 

  ※参加資格設定のある見積依頼に参加資格のない者が提出した見積書や見積書に関する諸条件に違反した見積書は無効とします。 

 

２ 見積書の提出先 

下越森林管理署 総務グループ 総括事務管理官 （TEL 0254-22-4146） 

〒957-0052 新潟県新発田市大手町４丁目４-15 

※見積書を郵送する場合は、配達証明郵便にて締切日前日の午後３時 00分迄の必着とし、封筒の表に「（案件名）見積書在中」と朱書きして

ください。 

※見積書の宛名は「分任支出負担行為担当官 下越森林管理署長」としてください。 

 

３ 契約書等の作成の要否について 

会計法令等の規定に基づき、契約金額に応じ、請書の徴収又は契約書を作成します。（契約金額により省略する場合もあります。） 

 

４ その他 

（１）参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積りを依頼し、随意契約を行うことができるものとします。 

（２）見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。 

（３）契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。 


